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林業関係補助金交付要綱 

 

（趣  旨） 

第 １ 条 県は、林業の振興を図るため、林業に関する事業を行う者に対し、当該事業に要する経費について、毎

年度予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規則第15号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（補助対象事業等及び補助率） 

第 ２ 条 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助率は、別表のとおりとする。 

（交付申請書の様式及び提出時期） 

第 ３ 条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出時期は、毎会計年度定めるものとし、補助金の交付の申請をしようとする者

に対して通知するものとする。 

（添付書類の省略） 

第 ４ 条 規則第４条第２項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。 

（軽微な変更） 

第 ５ 条 規則第６条第１項第１号に規定する知事が定める軽微な変更は、別表の事業の欄に掲げる事業区分に応

じ、それぞれ同表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更とする。 

（事業変更の承認申請） 

第 ６ 条 補助事業者は、規則第６条第１項の規定により知事の付した条件に基づき、補助事業に要する経費の配

分又は補助事業の内容の変更について知事の承認を受けようとするときは、様式第２号の補助事業変更承認申請

書を知事に提出しなければならない。 

（交付決定通知書の様式） 

第 ７ 条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

（状況報告） 

第 ８ 条 補助事業者は知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面

で知事に報告しなければならない。 

（実績報告書の様式及び提出時期） 

第 ９ 条 規則第１３条の報告書の様式は、様式第１号及び様式第４号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の報告書の提出時期は、補助事業の完了後３０日以内とする。 

（概算払） 

第１０条 概算払のできる補助事業については、別途定めるものとする。 

（概算払等の請求） 

第１１条 補助事業者は、補助金の概算払又は前金払を受けようとするときは、様式第５号の請求書を知事に提出

しなければならない。 

（財産の処分制限の緩和期間等） 

第１２条 規則第１９条ただし書に規定する知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号。以下「大蔵省令」という。）に定められていた耐用年数に相当する期間とする。ただ

し、国庫補助事業については、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号）第５条の定

めによる。 

２ 規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは、１件の取得価格が５０万円以上の財産とする。 

（書類の整備等） 

第１３条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等

について証拠書類を整備保管しておかなければならない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５

年間保管しなければならない。 

（書類の提出部数及び経由） 

第１４条 規則及びこの要綱に基づき知事に提出する書類の提出部数は、正副２部とし、埼玉県川越・秩父の各農

林振興センターの長又は所轄林業事務所の長を経由しなければならない。ただし、補助事業者が県一円を区域と

する団体及び補助金の交付の申請、受領等の行為を県一円を区域とする団体に委任する場合は、これらの機関を

経由しなくてもよい。 

（暴力団排除に関する誓約）  

第１５条 補助事業者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について補助金の交付申請前に確認しなけれ

ばならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 
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    附  則 

１ この要綱は、平成２年１２月２５日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に林業関係補助金交付要綱を廃止する告示（平成２年埼玉県告示第１５７６号）による廃

止前の林業関係補助金交付要綱（昭和４１年埼玉県告示第１０号）の規定によりなされた決定その他の処分又は

申請その他の手続は、それぞれこの要綱の相当規定に基づいてなされた処分又は申請とみなす。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成３年６月５日から施行する。 

 ただし、第２条に基づく別表の地域林業整備育成対策事業の改正については、森林法の一部を改正する法律（平

成３年法律第38号）の施行の日から適用する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成４年６月２日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成５年６月１日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成６年６月８日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成７年９月21日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成８年８月13日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成９年９月１日から施行する。 

 

    附  則 

 この要綱は、平成10年４月１日から施行する。 

 

        附    則 

 この要綱は、平成11年４月１日から施行する。 

 

        附    則 

 この要綱は、平成12年４月１日から施行する。 

 

        附    則 

 この要綱は、平成12年12月１日から施行する。 

 

        附    則 

 この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

 

        附    則 

 この要綱は、平成14年４月１日から施行する。 

 

         附    則 

 この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

 

         附    則 

 この要綱は、平成16年４月１日から施行する。 

 

         附    則 

  この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 
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    附    則 

  この要綱は、平成18年４月１日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成21年７月30日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成21年10月16日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成21年10月16日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

 

    附    則 

  この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成26年３月26日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成27年７月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、平成28年４月１日から施行する。  

 

附    則 

  この要綱は、平成29年４月１日から施行する。  

 

附    則 

  この要綱は、平成30年４月１日から施行する。  

 

附    則 

  この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 
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附    則 

  この要綱は、令和２年３月１９日から施行する。  

 

附    則 

  この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和２年１２月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和４年９月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和４年１０月２８日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和５年１月６日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附    則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
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別紙  

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 
 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、

下記のいずれにも該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当

方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。  

 

 

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除条例（平成 23 年埼玉県条例第 39 

号）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその

者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、

暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極

的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契約（以下「委託契約等」という。）

を締結する場合に、その相手方が（１）から（４）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約

を締結したと認められるとき。 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいずれかに該当する第三者と委託契約等

を締結する場合（（５）に該当する場合を除く。）に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法

人等がこれに従わなかったと認められるとき。 
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 様式第１号-1（第３条関係） 

 

 

令和  年度○○事業補助金交付申請書 

 

 

（ 第        号） 

令和  年  月  日  

 

 

   （あて先） 

          埼玉県知事 

 

 

                                        （代理人） 

                                      住所又は主たる事務所の所在地 

                                      氏名又は名称及び代表者の氏名                   

 

 

  下記により○○事業補助金            円の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条

の規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１  事業の目的 

 

２  事業の内容及び経費の配分            別紙１のとおり 

 

３  事業完了（予定）年月日 

 

４  収支予算                            別紙２のとおり 

 

 

注意  １ 「事業の内容及び経費の配分」及び「収支予算」の記載は、当該事業ごとに定められた別紙１及び

２によること。 

    ２  間接補助金等を交付する場合にあっては、市町村の補助金交付に関する規定また要綱を添付するこ

と。 

３ 委任等を受けた代理人が申請する場合は、住所又は主たる事務所の所在地氏名又は名称及び代表者

の氏名の上欄に代理人と表記すること。 
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様式第１号-2（第３条、第９条関係） 

 

 

令和  年度○○事業補助金交付申請書及び実績報告書 

 

 

（ 第        号） 

令和  年  月  日  

 

 

   （あて先） 

          埼玉県知事 

 

 

                                        （代理人） 

                                      住所又は主たる事務所の所在地 

                                      氏名又は名称及び代表者の氏名                   

 

 

  下記により○○事業補助金の交付を受けたいので、補助金等の交付手続等に関する規則第４条及び第１３条の規

定により、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１  事業の目的 

 

２  事業の内容         別紙１のとおり 

 

 

 

  注意 １  森林循環利用促進事業については、この様式による。 

    ２ 「事業の内容」の記載は、当該事業ごとに定められた別紙１によることとし、事業の実施結果に基づ

いて記入すること。 

３ 委任等を受けた代理人が申請する場合は、住所又は主たる事務所の所在地氏名又は名称及び代表者の

氏名の上欄に代理人と表記すること。 
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別紙１ 

 

１ 森林ボランティア育成事業 

    事業の内容及び経費の配分                                                                    
 

 

事業細目 

 

事業内容 

 

事業費 

負  担  区  分  

備 考 

県補助金 事業主体負担金 

   円 円 円 

 

 

 

計      
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２ 林業・木材産業構造改革事業 

 (1) 林業経営構造対策事業、特用林産物活用施設等整備事業、「埼玉の木」施設整備促進事業、 

    「埼玉の木」加工・流通促進事業 

   事業の内容及び経費の配分 
 

 

事業細目 

事業の内容  

総事業費 

負担区分 工 期  

備 考 

設計書 

番 号 

事 業 

主 体 

施  行 

箇  所 

事業内容 県 補 

助 金 

市 町 

村 費 

公 庫 

資 金 

自 己 

資 金 

着 工 竣 工 

        円   円   円   円   円    

計             

 

注意 １ 事業細目欄は、別表の事業細目の欄に掲げる事業名を記載すること。 

２ 事業内容は、森林管理道に係る事業以外の事業を行う場合は計画の事業内容及び数量、林道に係る事

業を行う場合は路線ごとの幅員、延長及び事業費の単価を記載すること。 

３ 実施計画書（変更承認申請の場合は変更設計書その他事業変更の説明に必要な書類、実績報告書の場

合は出来高設計書）を添付すること。 

 

 

 

  (2) 次世代木材生産・供給システム構築事業   

     事業の内容及び経費の配分 
 

 

事業細目  

 

事業内容  

事 業 量   

事業費  

負 担 区 分   

備 考  

実 施  

市町村  

面積(ha) 

延長(m) 

県補助金  事業主体  

負 担 金  

    円 円 円  

計         
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３ 森林の担い手育成対策事業 

 (1) 埼玉県森林組合連合会活動促進等事業、担い手受け入れ体制整備事業、社会保険強化対策事業、林業労働力

確保支援センター活動促進事業、森林技術者育成研修事業、森林組合経営基盤整備事業、林業労働安全衛生推

進事業、労働災害防止活動事業、山村活性化の担い手育成支援事業、林業の多様な担い手育成研修事業 

    事業の内容及び経費の配分 
 

 

事 業 細 目  

 

事 業 内 容  

 

事 業 費  

負 担 区 分  

県補助金   その他  

            円          円          円          円  

計       

 

 

 

 (2) 林業女性活動支援事業、地域林業プランナー育成支援事業、林業後継者支援事業 

      事業の内容及び経費の配分 
 

 

事 業 細 目 

 

事 業 費 

負  担  区  分  

積 算 根 拠 

県補助金 市町村費 そ の 他 

         円         円         円         円  

計      
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４ 県産木材活用住宅等支援事業 

   事業の内容及び経費の配分 

 

事業細目 

 

事業主体 

 

事業内容 

 

事業費 

負  担  区  分  

備 考 

県補助金 その他 

          円        円 

            

     円  

     計       
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５  森林管理道開設事業、森林管理道改良事業、県単独森林管理道開設事業、県単独森林管理道改良事業、森林管

理道舗装事業、県単独森林管理道舗装事業、森林管理道施設災害復旧事業、県単独森林管理道施設災害復旧事業、

森林管理道施設災害関連事業 

  事業の内容及び経費の配分 
 

事 業 名  

事 業 細 目   

路 線 名  

 

施 行 箇 所  

      郡     町 

                           大字      字             地内 

           市          村 

森 林 管 理 道 

の  種  類 

 

                       道 

 

 

 

 

事 業 計 画  

 

箇所番号 

橋りょう 

そ の 他 

の  別 

 

県補助率 

 

全 幅 員 

 

延  長 

事   業   費 

県補助金 事業主体 

負 担 金 

計 

            円        円      円 

利用区域内の 

森林資源内容 

 

      面  積      ヘクタール，   蓄  積     ｍ
3
 

備    考  

 

注意 １ 実施設計書（変更承認申請の場合は、変更実施設計書及びその他事業変更の説明に必要な書類を、実

績報告の場合は出来高設計書）を添付すること。 

２ 申請者が森林組合の場合は、事業執行決議書の抄本を添付すること。 

３ 各事業別に申請し、路線ごとに記入すること。 

４ 事業名及び事業細目欄は、別表により記入すること。 

５ 森林管理道の種類は、森林管理道、林業専用道、森林施業道の別を記入すること。 

６ 事業計画は、次によりに記入すること。 

(1) 森林管理道改良事業の「その他の森林管理道」及び県単独森林管理道改良事業は、「橋りょう」及

び「その他」に区分し、それぞれ箇所番号ごとに記入するとともに、その合計を記入すること。 

(2) 森林管理道施設災害関連事業、森林管理道施設災害復旧事業及び県単独森林管理道施設災害復旧事

業は、箇所番号ごとに記入し、番号の上部に災害名を記入するとともに合計を記入すること。 

７ 備考欄には木材の予定使用量（実績報告書の場合は実施使用量）を記入すること。  
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６ 治山事業 

   山村生活安全対策事業 

    事業の内容及び経費の配分 
 

番 

 

号 

施 工 

 

箇 所 

面 積 

 

(ha) 

事   業   費   （円） 工 種 概 要 備    考 

県補助金 市町村費 計 

              円            円            円   

        

        

        

        

計        

 

注意 １ 実施設計書（変更承認申請の場合は、変更実施設計書及びその他事業変更の説明に必要な書類を、実績

報告の場合は精算設計書）を添付すること。 

２ 「施工箇所」欄には、字名まで記載すること。 

３ 「面積」欄には、施行面積を記載すること。 

４ 「工種概要」欄には、当該施行箇所の主な工種及びその数量を記載すること。 

５ 「備考」欄には、箇所名を記載すること。 

 

 

７ 森林認証取得支援事業 

  事業の内容及び経費の配分 

事業細目 事業主体 事業内容 

 

事業箇所 

及び対象 

 

事業費 

負  担  区  分 

備 考 

県補助金 
事業主体 

負 担 金 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       円        円         円      円  

     計         

 注意 １ 対象の記載は、森林管理認証は森林面積(ha)、加工流通管理認証は主な取扱品目及び県産木材取扱量

     (ｍ3など)を記載すること。 
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８ ナラ枯れ被害緊急対策事業 

      事業の内容及び経費の配分 

注意 １ 事業細目欄は、別表の事業細目の欄に掲げる事業名を記載すること。 
注意 ２ 実績報告にあっては、別に定める実績総括表を添付すること。 

 

９ 水源地域の森づくり事業 

      事業の内容及び経費の配分 
 

事業細目  事業内容  

事 業 量  

事業費  

負 担 区 分   

備    考  

実施地区 
面積(ha) 

延長(m) 県補助金  
事業主体  

負 担 金  

    円 円 円  

計         

 

注意 １ 事業細目欄は、別表の事業細目の欄に掲げる事業名を記載すること。 

注意 ２ 実績報告にあっては、別に定める実績総括表を添付すること。 
 
  

事業細目  事業内容  

事 業 量  

事業費  

負 担 区 分   

備    考  

地区名 
面積(ha) 

材積(m3) 県補助金  
事業主体  

負 担 金  

       円      円      円  

計         
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１０ 森林循環利用促進事業  

 (1) 皆伐・再造林補助 

  ア 人工林皆伐促進、イ 皆伐促進作業道整備、ウ 地拵・植栽、エ 獣害対策、オ 保育 

市町村名  

 

整
理
番
号 

施
行
地 

(

大
字
・
地
番) 

事
業
主
体 

雇
用
の
有
無 

作
業
種 

樹
種 

林
齢 

面
積
ｈ
ａ
、
延
長

ｍ ※ 森
林
経
営
計
画
等

(

承
認
番
号) 

図
面
番
号 

単
・
複
別 

林
小
班 

備 

考 

              

              

              

              

              

 ※の欄には、人工林皆伐促進、地拵・植栽、獣害対策、保育の種類・状態を記載すること。 

 

 (2) 保育補助 

  ① 森林循環支援事業 

   ア 花粉削減対策事業 

市町村名  

 

整
理
番
号 

施
行
地 

(

大
字
・
地
番) 

事
業
主
体 

雇
用
の
有
無 

作
業
種 

樹
種 

林
齢 

面
積
（
延
長
） 

間
伐
率(

幅
員) 

森
林
経
営
計
画
等

(

承
認
番
号) 

集
約
化
実
施
計
画

(

承
認
番
号) 

事
前
計
画
提
出
日 

図
面
番
号 

単
・
複
別 

林
小
班 

備 

考 

                

                

                

                

                

 

 

  ② 森林整備事業 

   ア 公的森林整備事業、イ 流域森林整備事業、ウ 森林整備促進事業 

市町村名  

 

整
理
番
号 

施
行
地 

(

大
字
・
地
番) 

事
業
主
体 

雇
用
の
有
無 

作
業
種 

樹
種 

林
齢 

面
積 

※ 森
林
経
営
計
画
等

(

承
認
番
号) 

図
面
番
号 

単
・
複
別 

林
小
班 

備 

考 

              

              

              

              

              

 ※の欄には、植栽の場合は植栽本数及び地拵えの有無、下刈の場合は全刈・筋刈の別、除伐の場合 

    は刈払い機使用・チェーンソー使用の別及び伐採率、枝打ちの場合は枝打ち本数及び枝打高、 
    保育間伐の場合は間伐率を記載すること。  
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１１ (公社)埼玉県農林公社森林整備事業繰上償還補助費、（公社）埼玉県農林公社分収林事業に係る日本政策金

融公庫償還金利子補助費 

    事業の内容及び経費の配分 
 

事業細目  事業内容  事業費  

負 担 区 分   

備 考  

県補助金  その他 

     円       円       円  

計       

 
 

１２ 県産木材需要拡大事業 

  (1) 都市と山をつなぐ木造施設整備支援事業 

      事業の内容及び経費の配分 

 

事業細目 

 

事業主体 

 

事業内容 

 

事業費 

負  担  区  分  

備 考 

県補助金 市町村負担金 その他 

          円        円            円      円  

     計        

 
 

１３ 県産木材供給拡大事業 

 (1)  素材生産活性化事業 

   事業の内容及び経費の配分 

 

事業細目 

 

事業主体 

 

事業内容 

 

事業費 

負  担  区  分  

備 考 

県補助金 市町村負担金 その他 

          円        円            円      円  

     計        
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１４ 輸入木材に頼らない県産木材供給体制促進事業 

 (1) 木材加工施設の整備 

   事業の内容及び経費の配分 
 

 

事業細目 

事業の内容  

総事業費 

負担区分 工 期  

備 考 

事業主体 施行箇所 事業内容 県 補 

助 金 

市 町 

村 費 

公 庫 

資 金 

自 己 

資 金 

着 工 竣 工 

       円   円   円   円   円    

計            

 
 

 

  (2)  サプライチェーンの構築 

   事業の内容及び経費の配分 

 

事業細目 

 

事業主体 

 

事業内容 

 

事業費 

負  担  区  分  

備 考 

県補助金 その他 

          円        円 

            

     円  

     計       
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別紙２ 

 

収支予算 

 

（１）収入の部 
 

区   分 予 算 額 積 算 の 基 礎 備  考 

 

県補助金 

 

市町村費（補助金） 

                円   

合   計    

 

 

 

 

 

（２）支出の部 
 

区   分 予 算 額 積 算 の 基 礎 備  考 

                 円   

合   計    
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様式第２号（第６条関係） 

 

令和  年度○○事業変更承認申請書 

 

 

                                      第        号  

                                    令和  年  月  日  

 

   （あて先） 

          埼玉県知事 

 

 

住所又は主たる事務所の所在地 

氏名又は名称及び代表者の氏名            

 

 

 

 令和  年  月  日付け  第     号で補助金交付決定の通知のあった○○事業の実施について、下

記理由により事業内容及び経費の配分の変更承認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更理由 

 

２ 変更事項  別紙１及び２のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 別紙１及び２は、補助金交付が決定された事業内容及び経費の配分並びに変更後の事業内容及び経費の配

分を容易に比較対照できるよう該当事業ごとに様式第１号の別紙１及び別紙２に準じ、二段書きにすること。 
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様式第３号-1 （第７条関係） 

 

 

令和  年度○○事業補助金交付決定通知書  

 

 

 

                                                                   第        号  

                                                                 令和  年  月  日  

 

 

                  様 

 

 

                                                      埼玉県知事       印 

 

 

 令和    年   月  日付け（ 第  号）で申請の○○補助金については、下記のとおり交付し  

ます。 

 

記 

 

１ 交付金額         金             円 

 

２ 支払方法 

 

３ 条 件 

 

４ そ の 他    この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第 

       １７９号）に規定する間接補助金に該当するので、同法の適用がある。  

 

 

注意 １ 条件は、別に定める「事業別条件」により付すること。  

   ２ ４のその他については、県単独事業の交付決定の場合は、除くものとする。  
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様式第３号-2 （第７条関係） 

 

 

 

令和  年度○○事業補助金交付決定及び確定通知書  

 

 

 

                                                                   第        号  

                                                                 令和  年  月  日  

 

 

                  様 

 

 

                                                      埼玉県知事       印 

 

 

 令和    年   月  日付け（ 第  号）で申請及び実績報告のあった令和  年度○○事業補助金に

ついては、下記のとおり交付決定し、確定します。  

 

 

記 

 

１ 交付金額         金             円 

 

２ 支払方法    精算払いによる 

 

３ 条 件    埼玉県○○事業実施要領第  による 

 

４ そ の 他    この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第 

       １７９号）に規定する間接補助金に該当するので、同法の適用がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 １ 森林循環利用促進事業については、この様式による。 

   ２ 条件は、別に定める「事業別条件」により付すること。  

   ３ ４のその他については、県単独事業の交付決定の場合は、除くものとする。  
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様式第４号（第９条関係） 

 

 

令和  年度○○事業補助金実績報告書 

 

                                                                  第             号  

                                                                 令和  年  月  日  

 

   （あて先） 

          埼玉県知事 

 

 

                               住所又は主たる事務所の所在地 

                    氏名又は名称及び代表者の氏名          

 

 

 令和    年   月  日付け 第  号で補助金の交付決定の通知を受けた○○事業が完了したので、

補助金等の交付手続等に関する規則第１３条の規定により、関係書類を添え、下記のとおり報告します。  

 

 

 

記 

 

 

１ 補助事業の名称                         事業 

 

２ 補助金の交付決定額     金             円 

 

３ 補助事業の完了年月日       令和  年  月  日 

 

４ 補助事業の成果          別紙１(成績書)のとおり 

 

５ 補助事業に要した経費の      別紙２(収支精算書)のとおり 

    精算に関する事項 

 

 

 

注意 １ 「補助事業の成果」の記載は様式１号の別紙１に準ずるものとする。この場合において表題は

「令和  年度○○事業成績書」とすること。  

   ２ 「補助事業に要した経費の精算に関する事項」の記載は、別紙２の収支精算書によること。  

   ３ 補助金の口座振替払いを希望する場合は「債権者コード」又は「取引金融機関名･店名･口座名義人･預

金種別･口座番号」を記入すること。 
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別紙２ 

 

 

令和 年度○○事業収支精算書 

 

（１）収入の部 
 

区  分 予 算 額 精 算 額 比較増（△）減額 備  考  

             円            円                  円  

計     

 

 

 

（２）支出の部 
 

区  分 予 算 額 精 算 額 比較増（△）減額 備  考  

             円            円                  円  

計     

 

 

 

（３）県補助金精算 
 

 

 

精算事業費 

 

 

補 助 率 

 

 

精算補助金 

 

精算（前金） 

 

払 受 領 額 

差引補助金 

 

未 受 領 

 

（返還）額 

 

 

備  考 

 

          円           円           円           円  
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様式第５号（第１０条関係） 

 

 

令和  年度○○補助金概算払（前金払）請求書  

 

 

                                                                令和  年  月  日  

 

   （あて先） 

          埼玉県知事 

 

 

                                    住所又は主たる事務所の所在地 

                       氏名又は名称及び代表者の氏名           

 

 

 令和    年   月  日付け 第  号で補助金の交付決定通知のあった○○補助金について、下記の

金額を概算払（前金払）によって交付されたく請求します。  

 

 

記 

 

 

 

金                 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 補助金の口座振替払いを希望する場合は「債権者コード」又は「取引金融機関名･店名･口座名義人･預金種別･

口座番号」を記入すること。 

 

   債権者コード   金融機関名    店名   口座名義人  預金種別     口座番号  

             普・当  
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別表（第２条、第５条関係） 
 

事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
事
業 

 市町村や森林ボ

ランティア団体等

と森林所有者の合

意に基づく森林づ

くりを推進するの

に要する経費及び

市町村や森林ボラ

ンティア団体等が

公募により実施す

る森づくりを推進

するのに要する経

費 

森林ボランティア

育成事業 

定額 

(上限 250千円） 

 

 

 事業実施主体の

変更 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

林

業

・ 

木

材

産

業

構

造

改

革

事

業 

 市町村、森林整備

法人等選定経営体及

び広域利用林業機械

の整備を実施するも

の（林業労働力の確

保の促進に関する法

律（平成８年法律第

45号）第 11条に基

づく林業労働力確保

支援センター、森林

組合連合会、県知事

が林野庁長官等と協

議して認める団体

（特認団体）に限

る。）が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

1 林業経営構造対

策事業 

 事業細目のそれ

ぞれの経費間の

30％を超える増

減 

1 事業主体の変

更 

 

2 事業細目の新

設又は廃止 

 

3 事業細目、事

業主体ごとの

工種及び施設

区分ごとの事

業費が500万円

以上の事業に

ついて事業量

の30％を超え

る増減、ただ

し、森林管理

道開設にあっ

ては路線ごと

の事業量の

30％を超える

減少 

(1) 高性能林業機

械等整備 

事業費の 1/3以内 

 

スイングヤーダ、ロ

ングリーチハーベス

タ、ロングリーチグ

ラップル及びタワー

ヤーダの交付率は

4/10以内 

 

次の（ア）から

（ウ）までを満たす

者は交付率 1/2以内 

 

（ア）施業集約化に

取り組む能力・体制

を有するとして実践

体制評価を受け認定

されていること 

（イ）年間 5,000m3

以上の素材生産実績

があり、目標年度ま

でに 9,000m3以上の

素材生産量を達成で

きること 

（ウ）目標年度まで

に県が作成する計画

等に記載されている

素材生産性の目標値

の 1.5倍の生産性を

達成できること 

 市町村、森林組合、

森林組合連合会、生

産森林組合、農業協

同組合、農業協同組

合連合会、農事組合

法人及び民間事業者

が「事業細目」欄に

掲げる事業を行うの

に要する経費 

(2)きのこの生産

資材導入支援 

 定額 

（上限 5,000千円） 

 事業費の 30％を

超える増減 

 

 市町村、森林組

合、森林組合連合

会、林業者等の組織

する団体、農業協同

組合、農業協同組合

連合会、農事組合法

人等が「事業細目」

欄に掲げる事業を行

うのに要する経費 

2 特用林産物活用     

施設等整備事業 

 

事業費の 1/2以内  
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

林
業
・
木
材
産
業
構
造
改
革
事
業 

 市町村、地方公共

団体が出資する法

人、地方公共団体の

組合、以下の建築物

を整備する者（①学

校、②老人ホーム、

保育所、福祉ホーム

等社会福祉施設、③

病院又は診療所、④

体育館、水泳場等運

動施設、⑤図書館、

青年の家等社会教育

施設、⑥車両の停車

場等発着場を構成す

る建築物で旅客の乗

降又は待合の用に供

する施設、⑦高速道

路の通行者又は利用

者の利便に供するた

めの休憩所が「事

業細目」欄に掲げ

る事業を行うのに

要する経費 

3「埼玉の木」施

設整備促進事業 

 

 

 

 

事業費の 30％を

超える増減 

 

 

 

 

 

事業実施主体の

変更 

 

(1)木造公共施

設、 

  木製外構施

設、 

  付帯施設 

 

 

 

 

  15％ 

 ただし、特にモデル 

 性が高いと認められ 

 る施設等については 

 1/2以内 

(2)木質内装  事業費の3.75％以 

 内。かつ木質内装部 

 分に係る事業費の1/2 

 以内 

市町村、森林組

合、森林組合連合

会、林業者等の組織

する団体、地方公共

団体が出資する法

人、木材関連業者等

の組織する団体、地

域材を利用する法人

が「事業細目」欄に

掲げる事業を行うの

に要する経費 

4「埼玉の木」加

工・流通促進事

業 

 

(1) 加工・流通施   

   設整備事業 

事業費の 1/2以内、 事業費の 30％を

超える増減 

 

 

 

 

 

事業実施主体の

変更 

 

  市町村、森林組

合等が「事業細

目」欄に掲げる事

業を行うのに要す

る経費 

 

 

5 次世代木材生

産・供給シス

テム構築事業 

(1)間伐材生産 

(2)路網整備 

定額 

 

 

 

 

事業費の 30％を

超える増減 

 

 

 

 

1 事業実施主体

の変更 

2 事業量の 30％

を超える減少 

附帯事務費 

  市町村が行う林 

業・木材産業構造

改革事業実施のた

めの指導監督及び

協議会の運営に要

する経費 

 事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増減 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

の

担

い

手 

育

成

対

策

事

業 

林業事業体が「事

業細目」欄に掲げる

事業を行うのに要す

る経費 

 

 

 

 

1 担い手受け入れ

体制整備事業 

(1)技術技能向上

研修等事業 

 ｱ 技術・技能習

得活動 

 ｲ 研修会・講習

会の開催 

 

事業費の 1/2以内 

 

 

事業費の 30％を

超える増減 

 

林業事業体、もし

くは一人親方を構成

員とする任意組合が

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うのに

要する経費 

2 社会保険強化

対策事業 

(1)健康保険強化

事業 

(2)退職金共済制

度活用奨励事業 

 

定額   

林業労働力確保支

援センターが「事業

細目」欄に掲げる事

業を行うのに要する

経費 

 

3 林業労働力確

保支援センター

活動促進事業 

 

定額   

4 森林技術者育

成研修事業 

定額   

森林組合連合会が

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うのに

要する経費 

 

5 森林組合経営

基盤整備事業 

 

 

事業費の 1/2以内 

 

  

労働災害防止団体

が「事業細目」欄に

掲げる事業を行うの

に要する経費 

6 林業労働安全衛

生推進事業 

(1) 林業労働力

安全衛生推進会

議等開催事業 

(2) 特殊健康診

断事業 

(3) 労働安全衛

生講習会事業 

(4) 安全作業ﾌｫﾛ

ｰｱｯﾌﾟ訓練事業 

 

定額   

 7 労働災害防止

活動事業 

(1) 安全巡回指

導事業 

(2) 指導体制強

化事業 

 

事業費の 1/2以内 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

の

担

い

手 

育

成

対

策

事

業 

市町村、林業女性

で組織する団体が、

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うのに

要する経費 

 

8 林業女性活動支

援事業 

事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増 

 

林業者等が組織す

る団体が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

 

9 地域林業プラン

ナー育成支援事

業 

定額 

 

事業費の 30％を

超える増減 

 

10 林業後継者支

援事業 

定額 事業費の 30％を

超える増 

 

11 林業の多様な

担い手育成研修

事業 

事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増減 

 

 市町村、山村・林

業振興協議会が「事

業細目」欄に掲げる

事業を行うのに要す

る経費 

12 山村活性化の

担い手育成支援

事業 

事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増 

 

県
産
木
材
活
用
住
宅
等
支
援
事
業 

  一般社団法人埼玉

県木材協会が「事業

細目」欄に掲げる事

業を行うのに要する

経費 

1 県産木材活用

住宅等支援事

業 

定額 事業費の 30％を

超える増減 

 

 事業主体の変更 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

管

理

道

開

設

事

業 

  市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

（事務費を除く） 

普通森林管理道開

設事業 

1 事業費の 4.7/10

以内 

 

2 過疎振興山村にあ

っては事業費の

5.2/10以内 

施行路線ごとの

事業費の 30％を

超える増減 

1 施行路線又は

事業主体の変

更 

 

2 施行路線の位

置又は車道幅

員の変更 

 

3 施行路線ごと

の施行延長の

30％を超える

減少 

 

4 路線の平面線

形の移動幅が

100mを超える

変更 

 

森

林

管

理

道

改

良

事

業 

市町村、森林組合及

び埼玉県森林組合連

合会が「事業細目」

欄に掲げる事業を行

うのに要する経費 

（事務費を除く） 

1 幹線森林管理道

事業 

 

事業費の 5.1/10以

内 

1 幹線森林管理

道とその他の森

林管理道の区分

ごとの事業費の

それぞれの間の

増減 

 

2 施行箇所ごと

の事業費の 30％

を超える増減 

1 施行箇所又は

事業主体の変

更 

 

2 施行位置、事

業の種類又は

車道幅員の変

更 

 

3 施行箇所ごと

の施行延長の

30％を超える

減少 

 

 2 その他の森林管  

理道事業 

事業費の 3.1/10以

内 

 ただし、橋梁等の

点検診断や補強等

に係る事業につい

ては、事業費の

5.1/10以内 

県 

単 

独 

森 

林 

管 

理 

道 

開 

設 

事 

業 

 

市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

 （事務費を除く） 

県単独森林管理道

開設事業 

事業費の 4.5/10以

内 

施行路線ごとの 

事業費の 30％を 

超える増減 

1 施行路線の変

更 

 

2 施行路線の位

置又は車道幅

員の変更 

 

3 施行延長の

30％を超える

減少 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

県

単

独

森

林

管

理

道

改 

良

事

業 

 

市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

 （事務費を除く） 

県単独森林管理道

改良事業 

事業費の 3/10以内 施行箇所ごとの 

事業費の 30％を 

超える増減 

1 施行箇所の変

更 

 

2 施行位置の変

更 

 

森

林

管 

理 

道 

施 

設 

災 

害 

関 

連 

事 

業 

市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

 （事務費を除く） 

1 奥地幹線森林管

理道施設災害関

連事業 

市町村にあっては事

業費の 5.5/10以内 

市町村以外は事業費

の 6/10以内 

（激甚災害に対処す

るための特別の財政

援助等に関する法律

（以下「特例法」と

いう）で指定する部

分については、激甚

災害に対処するため

の特別の財政援助等

に関する法律施行令

（以下「特例法施行

令」という）に定め

る率） 

 

1 年災別事業費  

のそれぞれの

間の増減 

 

2 施行箇所ごと

の事業費の

30％を超える

増減 

 

1 施行箇所又は

事業主体の変 

更 

 

2 施行箇所ごと

の施行延長の

増減 

 

3 工種の変更 

2 その他の森林管

理道施設災害関

連事業 

事業費の 1/2以内 

（激甚災害に対処す

るための特別の財政

援助等に関する法律

（以下「特例法」と

いう）で指定する部

分については、激甚

災害に対処するため

の特別の財政援助等

に関する法律施行令

（以下「特例法施行

令」という）に定め

る率） 

 

1 施行箇所又は 

事業主体の変 

更 

 

2 施行箇所ごと

の施行延長の

増減 

 

3 工種の変更 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

管

理

道

施

設

災

害

復

旧

事

業 

農林水産業施設災

害復旧事業費国庫補

助の暫定措置に関す

る法律（以下「暫定

法」という。）に基

づき市町村、森林組

合及び埼玉県森林組

合連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

 （事務費を除く） 

1 奥地幹線森林管

理道施設災害復

旧事業 

事業費の 6.5/10以

内 

 

（暫定法及び特例法

で指定する部分につ

いては、暫定法及び

特例法施行令で定め

る率） 

（森林組合及び埼玉

県森林組合連合会に

あっては、（1-上記

補助率）/2以内を

加算した率） 

 

1 年災別事業費

それぞれの間

の増減 

 

2 奥地幹線森林

管理道とその

他の森林管理

道の区分ごと

の事業費のそ

れぞれの間の

増減 

 

3 施行箇所ごと

の事業費の

30％を超える

増減 

 

1 施行箇所又は

事業主体の変  

更 

 

2 施行箇所ごと

の施行延長の

増減 

 

3 工種の変更 

2 その他の森林

管理道施設災

害復旧事業 

事業費の1/2以内 

（暫定法及び特例

法で指定する部分

については、暫定

法及び特例法施行

令で定める率） 

（森林組合及び埼玉

県森林組合連合会に

あっては、（1-上記

補助率）/2以内を

加算した率） 

 

県

単

独

森

林

管

理

道

施

設

災

害

復

旧

事

業 

 

市町村、森林組

合及び埼玉県森林

組合連合会が「事

業細目」欄に掲げ

る事業を行うのに

要する経費 

 （事務費を除く） 

県単独森林管理

道施設災害復旧

事業 

事業費の 4/10 以

内 

施行箇所ごと

の事業費の

30％を超える

増減 

1 施行箇所の

変更 

 

2 施行箇所ご

との施行延

長の 30％を

超える減少 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

管

理

道

舗

装

事

業 

  市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費（事務費を除く） 

 

1 幹線森林管理

道舗装事業 

事業費の 

5.1/10 以内 

1 幹線森林管

理道とその

他の森林管

理道の区分

ごとの事 

業費のそれ

ぞれの間の

増減 

 

2 施行路線ご

との事業費

の 30 ％を超

える増減 

1 施行路線又

は事業主体

の変更 

 

2 施行延長の

30％を超え

る減少 

県

単

独

森

林

管

理

道

舗 

装

事

業 

 

市町村、森林組合

及び埼玉県森林組合

連合会が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費（事務費を除く）       

県単独森林管理

道舗装事業 

事業費の 3/10 以

内 

施行路線別の事

業費の 30％を

超える増減 

1 施行路線の

変更 

 

2 施行延長の

30％を超え

る減少 

県 

単 

独 

治 

山 

事 

業 

 

 市町村が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

（事務費を除く） 

 

山村生活安全対策

事業 

事業費の 1/2以内 施行箇所ごとの

事業費の 30％を

超える増減 

施行箇所の変更 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森

林

認

証

取

得

支

援

事

業 

 

市町村、森林組

合、森林所有者等

が、「事業細目」欄に

掲げる事業を行うの

に要する経費 

 

 

1 森林認証取得

支援事業 

(1) 森林管理認

証 

  ｱ 申請書作成 

  ｲ 初回審査 

  ｳ 定期審査等 

事業費の 1/2以内 

ただしｱ、ｲについて

はそれぞれ上限 75万

円 

ｳについては上限20万

円 

 1 事業費の 30 

  ％を超える増  

減 

2 事業細目の追加

及び廃止 

 

事業主体の変更 

さいたま県産材木

材認証事業体である

県内業者、県内の森

林管理認証林から生

産される特用林産物

を取り扱う事業体

が、「事業細目」欄

に掲げる事業を行う

のに要する経費 

(2) 加工流通管

理認証 

  ｱ 初回審査 

   ｲ 定期審査等 

事業費の 1/2以内 

ただしｱについては上

限 15万円 

ｲについては上限 10

万円 

ナ

ラ

枯

れ

被

害

緊

急

対

策

事

業 

市町村が「事業細

目」欄に掲げる事業

を行うのに要する経

費 

防除対策事業 

1 国庫補助 

事業費の3/4 

 

 事業費の 30％を 

 超える増減 

 

事業量の 30％を 

超える減少 

2 県単補助 定額 

水

源

地

域

の

森

づ

く

り

事

業 

 

市町村、森林所有

者、林業事業体、特

定非営利活動法人、

森林整備法人が「事

業細目」欄に掲げる

事業を行うのに要す

る経費 

１針広混交林

造成事業 

 

2 荒廃森林再

生事業 

定額 

 

事業費の 30％を

超える増減 

事業量の 30％を 

超える減少 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

森
林
循
環
利
用
促
進
事
業
（
う
ち
皆
伐
・
再
造
林
補
助
） 

 森林組合等が「事

業細目」欄に掲げる

事業を行うのに要す

る経費 

1 人工林皆伐促 

進 

2 皆伐促進作業 

道整備 

3 地拵・植栽 

4 獣害対策 

5 保育 

定額   

森
林
循
環
利
用
促
進
事
業
（
う
ち
保
育
補
助
） 

 市町村、森林組

合、森林所有者等が

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うの

に要する経費 

1 森林循環支援

事業 

   

(1)花粉削減対策

事業 

事業費の4/10 

2 森林整備事業    

(1) 公的森林整

備事業 

事業費の5/10 

ただし、森林整備合

理化計画に基づくも

のは5.3/10 

(2) 流域森林整

備事業 

事業費の4/10 

(3) 森林整備促

進事業 

事業費の3/10以内 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

(

公
社)

埼
玉
県
農
林
公
社
森
林
整
備
事
業
繰
上
償
還
補
助
費 

(公社)埼玉県農

林公社が「事業細

目」欄に掲げる事

業を行うのに要す

る経費 

1 繰上償還費補

助 

 定額 事業費の 30%を

超える増減 

 

県
産
木
材
需
要
拡
大
事
業 

  木材関連業者等の

組織する団体等が

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うのに

要する経費 

1 都市と山をつな

ぐ木造施設整備

支援事業 

   

(1)県産木材の理

解促進 

事業費の 4/10以内 事業費の 30％を

超える増減 

 

事業主体の変更 

  木材業者等の組織

する団体等が｢事業

細目｣欄に掲げる事

業を行うのに要す

る経費 

(2)県産木材の利

用環境整備 

事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増減 

 

事業主体の変更 

県
産
木
材
供
給
拡
大
事
業 

  森林組合、素材生

産者、林業・木材

産業関係者が「事

業細目」欄に掲げ

る事業を行うのに

要する経費 

1 素材生産活性化

事業 

補助限度額：4,982千

円 

事業費の 30％を

超える増減 

 

事業主体の変更 

(1)高精度森林情

報活用 

事業費の 1/2以内 

 

(2)山土場情報収

集・管理 

事業費の 1/2以内 
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事 

業 

経 費 事業細目 補助率 
重要な変更 

経費の配分の変更 事業内容の変更  

輸
入
木
材
に
頼
ら
な
い
県
産
木
材
供
給
体
制
促
進
事
業 

 森林組合、林業・

木材産業関係者が

「事業細目」欄に掲

げる事業を行うのに

要する経費 

1 木材加工施設の

整備 

 事業費の 1/2以内 事業費の 30％を

超える増減 

 

事業実施主体の

変更 

 森林組合、素材生

産者、林業・木材産

業関係者等で構成さ

れたグループが「事

業細目」欄に掲げる

事業を行うのに要す

る経費 

2 サプライチェ

ーンの構築 

 定額 

（上限3,000千円） 

事業費の 30%を

超える増減 

事業実施主体の

変更 

 


